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平
成
十
六
年
十
二
月
三
日
に
公
布
さ
れ
た
「
信
託
業
法
」
が
同
年
十
二
月
三
十
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
受
託
可
能
財
産
の
制
限
が
撤
廃
さ
れ
、
特
許
権
や
著
作
権
な
ど
の
知
的
財
産
権
に
つ
い

て
も
受
託
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
金
融
機
関
に
限
定
さ
れ
て
い
た
信
託
業
の

担
い
手
が
拡
大
さ
れ
、
金
融
機
関
以
外
の
方
も
信
託
業
に
参
入
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
信
託
契
約
代
理
店
制
度
や
信
託
受
益
権
販
売
業
者
制
度
が
設
け
ら
れ
、
信
託
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

者
の
窓
口
が
広
が
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
信
託
と
は
、
「
自
分
（
委
託
者
）
の
信
頼
で
き

る
人（
受
託
者
）
に
財
産
権
を
引
き
渡
し
、
一
定

の
目
的
（
信
託
の
目
的
）
に
従
い
、
あ
る
人
（
受

益
者
）
の
た
め
に
、
そ
の
財
産
（
信
託
財
産
）
の

管
理
や
運
用
等
を
委
託
す
る
」
制
度
で
す
。

　
（
図
で
示
す
と
左
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
）

　
旧
信
託
業
法
で
は
受
託
可
能
財
産
が
金
銭
、

有
価
証
券
、
金
銭
債
権
等
に
限
定
さ
れ
て
い
ま

し
た
の
で
、
特
許
権
等
の
知
的
財
産
権
な
ど
を

信
託
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
近
年
、
特
に
知
的
財
産
権
等
を
信
託
す
る
こ

と
へ
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
き
た
こ
と
を
受
け

て
、
今
回
の
法
改
正
に
お
い
て
、
受
託
可
能
財

産
の
範
囲
の
限
定
を
撤
廃
し
ま
し
た
の
で
、
改

正
信
託
業
法
に
お
い
て
は
、
信
託
法
第
一
条
で

定
め
る
「
財
産
権
」
一
般
に
つ
い
て
信
託
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
信
託
は
、
受
託
者
に
対
す
る
「
信
認
」を
背
景

に
財
産
権
等
の
所
有
権
を
受
託
者
に
移
転
す
る

ス
キ
ー
ム
で
信
託
を
業
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、

受
益
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
一
定
の
参
入
基
準

を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
信
託
会
社
と
し
て
行
お
う
と
す
る
管
理
処
分

行
為
の
態
様
は
多
様
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、

信
託
会
社
が
行
う
信
託
業
の
機
能
及
び
業
務
内

容
に
応
じ
て
、
信
託
財
産
の
運
用
を
行
う
「
運

用
型
信
託
会
社
」と
「
管
理
型
信
託
会
社
」
と
に

区
分
し
、
参
入
基
準
を
区
分
し
て
い
ま
す
。

グ
ル
ー
プ
企
業
内
の
信
託
業

　
グ
ル
ー
プ
企
業
内
で
行
わ
れ
る
信
託
業
（
委

託
者
、
受
託
者
及
び
受
益
者
が
同
一
の
会
社
集

団
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
）
に
つ
い

て
は
、
そ
の
信
託
の
受
託
者
が
内
閣
総
理
大
臣

に
届
出
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
免
許
又
は
登
録

を
受
け
る
こ
と
な
く
営
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

承
認
Ｔ
Ｌ
Ｏ
（
技
術
移
転
機
関
）

　
「
大
学
等
技
術
移
転
促
進
法
」
に
基
づ
き
主
務

大
臣
の
承
認
を
受
け
た
技
術
移
転
機
関
（
承
認

Ｔ
Ｌ
Ｏ
）
に
つ
い
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
登

録
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
免
許
を
受
け
る
こ

と
な
く
信
託
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
承
認
Ｔ
Ｌ
Ｏ
の
登
録
拒
否
要
件
は
、

管
理
型
信
託
業
の
登
録
拒
否
要
件
に
準
じ
ま
す

が
、
組
織
形
態
を
株
式
会
社
に
限
定
し
な
い
な

ど
、
管
理
型
信
託
業
の
登
録
拒
否
要
件
の
一
部

が
緩
和
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
信
託
契
約
代
理
業

　
「
信
託
契
約
の
締
結
の
代
理
（
信
託
会
社
又

は
外
国
信
託
会
社
を
代
理
す
る
場
合
に
限
り
ま

す
。
）
又
は
媒
介
を
行
う
営
業
」
と
定
義
さ
れ
、

内
閣
総
理
大
臣
の
登
録
を
受
け
て
営
む
こ
と
が

で
き
ま
す
。
な
お
、
信
託
契
約
代
理
店
は
、
所

属
信
託
会
社
又
は
所
属
信
託
兼
営
金
融
機
関
の

た
め
に
信
託
契
約
代
理
業
を
営
む
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

信
託
受
益
権
販
売
業

　
「
信
託
の
受
益
権
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
る
権

利
及
び
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
有
価

証
券
と
み
な
さ
れ
る

権
利
を
除
き
ま
す
。
）

の
販
売
又
は
そ
の
代

理
若
し
く
は
媒
介
を

行
う
営
業
」
と
定
義

さ
れ
、
内
閣
総
理
大

臣
の
登
録
（
三
年
ご

と
の
更
新
制
）
を
受

け
て
営
む
こ
と
が
で

き
ま
す
。

信託利益の交付

財産権の移転・
管理運用の指示

信託契約・遺言 受託者

受益者

信託の目的

委託者

分別管理義務・

忠実義務・

善管注意義務など

【信託のしくみ】

信託財産

信
託
と
は

受
託
可
能
財
産
の
範
囲
の
拡
大

信
託
業
の
担
い
手
の
拡
大
（
参
入
基
準
等
）

信
託
会
社
の
特
例

信
託
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
窓
口
の
拡
大

受
託
者
が
自
ら
の
裁
量
で
信
託
財
産
の

形
を
変
え
た
り
、
運
用
や
処
分
を
行
い
ま

す
（
免
許
制
）
。

受
託
者
が
自
ら
の
裁
量
で
信
託
財
産
の

形
を
変
え
た
り
処
分
し
た
り
せ
ず
、
そ
の

財
産
の
通
常
の
用
法
に
従
っ
て
保
存
・
維

持
・
利
用
の
み
を
行
う
か
、
又
は
委
託
者

等
の
指
図
に
従
っ
て
の
み
処
分
を
行
う

信
託
会
社
（
登
録
制
。
＊
定
期
的
に
登
録
拒
否
要

件
に
該
当
す
る
か
否
か
チ
ェ
ッ
ク
し
て
不
健
全
な

業
者
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
三
年
毎
の

更
新
制
と
し
て
い
ま
す
）
。

「
運
用
型
信
託
会
社
」

「
管
理
型
信
託
会
社
」

●詳しくは金融庁ホームページも

　ご覧下さい（http://www.fsa.go.jp/）。
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